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電気・機械設備工事積算基準 

１．適用範囲 

本積算基準は，島根県企業局が発注する電気設備及び機械設備の建設・改良工事及び修繕工事に

おける工事費の積算に適用する。 

ただし，この基準によることが著く不適当又は困難であると認められたものについては適用除外

とすることができる。 

２．適応基準 

本積算基準は，「下水道用設計標準歩掛表 第２巻 ポンプ場・処理場」（日本下水道協会）の機械

設備編及び電気設備編（以下，「標準歩掛表」という）に準拠する。なお、標準歩掛表の「ポンプ場・

処理場施設」「下水道事業」及び「下水道用」は「島根県企業局」に読替えるものとする。 

標準歩掛表の「改築工事」とは，設備の性能・機能面での改善を目的として設備の全部または一

部を撤去し，新たに設置する工事とする。 

３．歩掛 

労務費の積算に適用する歩掛りは，次の順位で適用するものとする。 

「下水道用設計標準歩掛 第２巻 ポンプ場・処理場」（日本下水道協会） 

「建設工事積算基準」（島根県土木部・農林水産部） 

「国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）」（国土交通省） 

「国土交通省機械設備工事積算基準」（国土交通省） 

「建設工事標準歩掛」（建設物価調査会） 

「物価資料（建設物価または積算資料）」（建設物価調査会） 

「工数見積」 

４．その他 

設計積算に利用する各種基準，刊行物等の資料は，特別な通知がない限り，設計積算時における

最新版を適用するものとする。ただし、「下水道用設計標準歩掛表 第２巻 ポンプ場・処理場」に

ついては設計積算年度の４月１日時点の最新の基準を適用するものとする。 



島根県企業局（機械設備）編 

Ⅰ 島根県企業局機械設備請負工事工事費積算要領並びに同積算基準 

島根県企業局機械設備請負工事工事費積算要領 

１．適用範囲 

以下を読み替える。 

文中の「ゲート設備，～それらの付属設備を含んだものをいう。」を「下記及びそれらの制御

盤を除く付属設備を含んだものをいう。」 

 以下を追記する。 

電気事業用 上水道・工業用水道事業用 

種別 品名 種別 品名 

水力発電設備 水車 

調速機 

入口弁 

発電機 

ポンプ設備 取水ポンプ 

導水ポンプ 

送水ポンプ 

風力発電設備 発電機 

増速機 

薬品注入設備 次亜塩生成装置 

薬品注入装置 

その他 起重機   



Ⅱ 島根県企業局における機械設備請負工事工事費積算基準の運用 

島根県企業局機械設備請負工事工事費積算基準の運用

１．工事原価 

１－１機器費 

  （２）④ 

以下を読み替える。 

文中の「下水道用機械設備請負工事工事費見積り要領」を「電気・機械設備工事における

見積徴取要領」 

  （３） 

以下を読み替える。 

文中の「別表１」を「別表１資産単位物品表」 

１－２ 据付工事原価 

１－２－１ 直接工事費 

  （２）材料費 

１）直接材料費 

    ④ 

    以下を読み替える。 

     文中の「別表２」を「別表１資産単位物品表以外」 

（３）労務費 

１）一般労務費 

② 

以下を読み替える。 

文中の「公共工事設計労務費単価」を「建設工事積算基準第１５編単価（島根県土木部）」 

   ２）機械設備据付労務費 

   ② 

以下を読み替える。 

文中の「国からの通知」を「建設工事積算基準第１５編単価（島根県土木部）」 

（４）複合工費 

   以下を追記する。 

④工事施工時に行う現場塗装は複合工費で計上できるものする。 

（５）直接経費 

  ４）総合試運転費 

  以下を読み替える。 

③ 

文中の「総合試運転費率は，（式―１～３）による。」を「総合試運転費率は，（式―1）」 

    以下を削除する。 

     イ 水処理施設 

     ウ 汚泥処理施設 

２．一般管理費等 



 （１）費用の算定 

   以下を追記する。 

     ③工事価格は，千円単位とする。工事価格の千円単位での調整は，一般管理費等で行う

ものとする。 

  （３） 

    以下を読み替える。 

     文中の「必要により加算する。」を「次のとおりとする。」 

    以下を追記する。 

            契約保証に係る一般管理費等率の補正 

保証の方法   補正値(％) 

ケース１：発注者が金銭的保証を必要とする場合 

（工事請負契約書第４条を採用する場合)。 

0.04 

ケース２：発注者が役務的保証を必要とする場合。 0.09 

ケース３：ケース１及び２以外の場合。 補正しない 

（注）１．ケース３の具体例は以下のとおり。 

①島根県会計規則第69 条の２第６項の規定により契約保証金を納めさせない

ことができる工事請負契約である場合 

②前払金支出割合の相違による一般管理費等の補正まで行った後の請負対象額

が500 万円未満の場合 

③契約保証を必要とするケースと必要としないケースが混在する混合入札の場

合，契約保証費は積算では計上しないものとする。 

２．契約保証費を計上する場合は，原則として当初契約の積算に見込むものとす

る。また，請負額の増減による変更は行わない。 



島根県企業局機械設備請負工事（改築工事）工事費積算要領

３．請負工事費（改築工事）の構成 

 以下のとおりとする。 

５．据付工事原価 

５－１ 直接工事費 

以下を追記する。 

（５）処理費 

既設設備の撤去工事によって排出される産業廃棄物等（コンクリート殻，撤去機器，廃油

等）の収集運搬，処分（中間処理含む）に要する費用は処理費として直接工事費に計上する。

処分は再生処理（スクラップ等による再資源化）を原則とし，見積価格等により計上するも

のとする。 

以下は適用しない。 

 ・下水道用機械設備請負工事工事費見積り要領 

 ・下水道用機械設備請負工事工事設計書の作成 

補助材料費

労務費
一般労務費

機械設備据付労務費

工
事
原
価

純
工
事
費

処理費

特別経費

仮設費

運搬費

準備費

事業損失防止施設費

安全費

複合工費

特許使用料

水道光熱電力料

機械経費

総合試運転費

輸送費

材料費
直接材料費

役務費

技術管理費

営繕費

現場管理費

据付間接費

請
負
工
事
費

直接経費

工
事
価
格

直接工事費

共通仮設費

間接工事費設計技術費

据付工事原価

一般管理費等

消費税等相当額

機器費



Ⅲ 設計標準歩掛表 

第１編 一般事項 

２－３ 単体試験及び総合試運転 

 （２）総合試運転 

以下を読み替える。 

     文中の「を付－２の表－６に示す。」を「は見積依頼業者に聞取りを行うものとする。」 

２－４ 他歩掛りの準用 

以下を読み替える。 

     文中の「国及び都道府県等制定歩掛り，物価資料等歩掛り及びその他実績歩掛を準用す

る。」を「「建設工事積算基準」（島根県土木部・農林水産部），「国土交通省機械設備工事

積算基準」（国土交通省），「建設工事標準歩掛」（建設物価調査会），「物価資料（建設物価

または積算資料）」（建設物価調査会），「工数見積」の順位で適用するものとする。」 

以下を削除する。 

 不―２ 総合試運転の設備標準運転時間及び実施期間 

第２編 機械設備工事歩掛 

２．機器等据付工 

  ２－１ 人工数の算出方法  

以下を読み替える。 

文中の「表―１」を「別表２機器等据付歩掛り分類表」 



島根県企業局（電気設備）編 

Ⅰ 島根県企業局電気設備請負工事工事費積算要領並びに同積算基準 

島根県企業局電気設備請負工事工事費積算基準 

１．適用範囲 

以下を読み替える。 

文中の「受変電設備，～それらの付属設備を含んだものをいう。」を「下記以外をいう。」 

 以下を追記する。 

電気事業用 上水道・工業用水道事業用 

種別 品名 種別 品名 

水力発電設備 水車 

調速機 

入口弁 

発電機 

ポンプ設備 取水ポンプ 

導水ポンプ 

送水ポンプ 

風力発電設備 発電機 

増速機 

薬品注入設備 次亜塩生成装置 

薬品注入装置 

その他 起重機   



Ⅱ 島根県企業局における電気設備請負工事工事費積算基準の運用 

島根県企業局電気設備請負工事工事費積算基準の運用

１．機器費 

  （２） 

④ 

以下を読み替える。 

文中の「下水道用機械設備請負工事工事費見積り要領」を「電気・機械設備工事等におけ

る見積徴取要領」 

  （３） 

以下を読み替える。 

文中の「別表第１」を「別表１資産単位物品表」 

２．工事原価 

２－１ 据付工事原価 

２－１－１ 直接工事費 

 （２）材料費 

１）直接材料費 

④ 

以下を読み替える。 

文中「別表第２」を「別表１資産単位物品表以外」 

（３）労務費 

１）一般労務費 

② 

以下を読み替える。 

文中の「公共工事設計労務費単価」を「建設工事積算基準第１５編単価（島根県土木部）」 

   ２）技術労務費 

   ② 

以下を読み替える。 

文中の「国からの通知」を「建設工事積算基準第１５編単価（島根県土木部）」    

  以下を追記する。 

③技術員は電気通信技術員、技術者は電気通信技術者の労務単価とする。 

（４）複合工費 

  以下を追記する。 

③工事施工時に行う現場塗装は複合工費で計上できるものする。 

（５）直接経費 

４）総合試運転費 

 以下を読み替える。 

   ③ 

文中の「総合試運転費率は，（式―１～３）による。」を「総合試運転費率は，（式―1）」 

   以下を削除する。 

    イ 水処理施設 

    ウ 汚泥処理施設 



２．一般管理費等 

 （１）費用の算定 

   以下を追記する。 

    ③工事価格は，千円単位とする。工事価格の千円単位での調整は，一般管理費等で行うも

のとする。 

 （３） 

   以下を読み替える。 

     文中の「必要により加算する。」を「次のとおりとする。」 

   以下を追記する。 

            契約保証に係る一般管理費等率の補正 

保証の方法   補正値(％) 

ケース１：発注者が金銭的保証を必要とする場合 

（工事請負契約書第４条を採用する場合)。 

0.04 

ケース２：発注者が役務的保証を必要とする場合。 0.09 

ケース３：ケース１及び２以外の場合。 補正しない 

（注）１．ケース３の具体例は以下のとおり。 

①島根県会計規則第69 条の２第６項の規定により契約保証金を納めさせない

ことができる工事請負契約である場合 

②前払金支出割合の相違による一般管理費等の補正まで行った後の請負対象額

が500 万円未満の場合 

③契約保証を必要とするケースと必要としないケースが混在する混合入札の場

合，契約保証費は積算では計上しないものとする。 

２．契約保証費を計上する場合は，原則として当初契約の積算に見込むものとす

る。また，請負額の増減による変更は行わない。 



島根県企業局電気設備請負工事（改築工事）工事費積算要領

３．請負工事費の構成（改築工事） 

 以下のとおりとする。 

５．据付工事原価 

５－１ 直接工事費 

以下を追記する。 

（５）処理費 

既設設備の撤去工事によって排出される産業廃棄物等（コンクリート殻，撤去機器，廃油

等）の収集運搬，処分（中間処理含む）に要する費用は処理費として直接工事費に計上する。

処分は再生処理（スクラップ等による再資源化）を原則とし，見積価格等により計上するも

のとする。 

以下は適用しない。 

 ・下水道用電気設備請負工事工事費見積り要領 

 ・下水道用電気設備請負工事工事設計書の作成 

純
工
事
費

直接材料費
材料費

補助材料費

一般労務費
労務費

技術労務費

運搬費

準備費

事業損失防止施設費

複合工費

特許使用料

水道光熱電力料

機械経費

総合試運転費

特別経費

請
負
工
事
費

据付工事原価 仮設費

処理費

共通仮設費

工
事
価
格

工
事
原
価

据付（技術者）間接費

据付（機器）間接費

安全費

役務費
間接工事費

技術管理費

営繕費

設計技術費

現場管理費

据付間接費

直接経費

輸送費

直接工事費

機器費

一般管理費等

消費税等相当額



Ⅲ 設計標準歩掛表 

第１編 一般事項 

２－３ 単体試験及び総合試運転 

 （３）総合試運転 

以下を読み替える。 

     文中の「を付－１に示す。」を「は見積依頼業者に聞取りを行うものとする。」 

２－４ 他歩掛りの準用 

以下を読み替える。 

     文中の「国及び都道府県等制定歩掛り，物価資料等歩掛り及びその他実績歩掛を準用す

る。」を「「建設工事積算基準」（島根県土木部・農林水産部），「国土交通省土木工事標準

積算基準書（電気通信編）」（国土交通省），「建設工事標準歩掛」（建設物価調査会），「物

価資料（建設物価または積算資料）」（建設物価調査会），「工数見積」の順位で適用するも

のとする。」 

以下を削除する。 

 不―１ 総合試運転時の設備標準運転時間及び実施期間 



別表１ 資産単位物品表（電気事業） 
 【水力発電設備】                                                                                          

資産単位物品 資産単位物品

水 車 水 車 通信電灯電力装置 電 線
水 車 ラ ン ナ ー ケ ー ブ ル
吸 出 管 木 柱
入 口 弁 鉄 柱
側 路 弁 鋼 板 組 立 柱
制 圧 機 コ ン ク リ ー ト 柱
調 速 機 （ ガ バ ナ ー ） 電 灯 電 力 設 備
水 位 調 整 機 搬 送 端 局 装 置
水 車 制 御 盤 搬 送 中 継 装 置
圧 油 装 置 搬送結合装置 コ ン デンサー
圧 油 装 置 ポ ン プ 搬 送 結 合 装 置 断 路 器
軸 受 潤 滑 油 装 置 搬送結合装置ﾌﾞ ﾛ ｯｷﾝｸ ﾞ ｺ ｲﾙ
軸 受 潤 滑 油 装 置 ポ ン プ 搬 送 結 合 装 置 線 路 ろ 波 器
グ リ ー ス 給 油 装 置 通 信 装 置
基 礎 電 話 設 備

発 電 機 主 要 発 電 機 その他装置 消 火 設 備
軸 受 潤 滑 油 装 置 排 水 設 備
軸 受 潤 滑 油 装 置 ポ ン プ 警 報 用 装 置
主 要 発 電 機 冷 却 器 気 象 用 観 測 装 置
主 要 発 電 機 送 風 機 フ ェ ン ス
主 要 発 電 機 空 気 清 浄 機
励 磁 装 置 励 磁 機
励 磁 装 置 【送電設備】                                                                                               
制 動 装 置
基 礎 資産単位物品

架空電線路
主 要 変 圧 器 変 圧 器 鉄 塔 鉄 塔

変 圧 器 冷 却 器 鉄 柱 鉄 柱
変 圧 器 冷 却 塔 鋼 板 組 立 柱
変 圧 器 冷 却 器 ろ 過 器 コ ン ク リ ー ト 柱 コ ン ク リ ー ト 柱
冷 却 用 水 そ う 木 柱 木 柱
基 礎 が い し が い し

電 線 電 線
配 電 盤 開 閉 装 置 断 路 器 地 線 電 線

遮 断 器 添 加 電 話 線 電 線
開 閉 器 架 空 ケ ー ブ ル
配 電 盤
基 礎 地中電線路

管 路 管 路
屋 外 鉄 構 鉄 構 ケ ー ブ ル ケ ー ブ ル

支 持 物 水 底 ケ ー ブ ル
基 礎 油 そ う

電 話 ケ ー ブ ル 地 中 ケ ー ブ ル
自 動 制 御 装 置 自 動 運 転 装 置

遠 方 監 視 制 御 装 置 保安開閉装置
中 央 処 理 装 置 保 安 開 閉 装 置 遮 断 器
補 助 記 憶 装 置 開 閉 器
総 合 監 視 盤 断 路 器
監 視 制 御 卓 避 雷 器
印 字 装 置 計 器 用 変 成 器
端 末 処 理 装 置 計 器 用 変 圧 器
基 礎 変 流 器

配 電 盤
そ の 他 機 械 装 置 誘 導 電 圧 調 整 器 電 力 用 蓄 電 器 電 力 用 蓄 電 器

負 荷 時 電 圧 調 整 器 付 属 リ ア ク ト ル
絶 縁 変 圧 器 放 電 器
消 弧 線 輪 屋 外 鉄 構 鉄 構
リ ア ク ト ル 支 持 物
接 地 変 圧 器 基 礎
中 性 点 接 地 抵 抗 器 そ の 他 機 械 装 置 蓄 電 池
避 雷 器 整 流 器
蓄 電 池 電 圧 調 整 器
進 相 コ ン デ ン サ ー
整 流 器
空 気 圧 縮 機 電 灯 電 力 装 置 電 線
予 備 電 源 装 置 ケ ー ブ ル
サ ー ジ ア ブ ソ ー バ ー 鉄 柱
起 重 機 鋼 板 組 立 柱
油 浄 化 装 置 コ ン ク リ ー ト 柱
油 そ う 木 柱
気 象 観 測 装 置
所 内 用 変 圧 器 保 安 通 信 装 置 保 安 通 信 装 置
給 水 装 置
排 水 装 置
油 煙 防 止 装 置
油 検 知 装 置
油 水 分 離 装 置
計 器 用 変 成 器
計 器 用 変 圧 器
変 流 器
温 度 測 定 装 置
遠 隔 測 定 装 置
監 視 装 置
基 礎

区分
目・節

諸　　装　　置

区分
目・節

諸　　装　　置

機　械　装　置

区分
目・節



【風力発電設備】                                                                                           【太陽光発電設備】                                                                                           

資産単位物品 資産単位物品

風 車 風 車 発 電 設 備 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル
逆 変 換 装 置

発 電 機 発 電 機 集 電 箱
発 電 機 制 御 装 置 接 続 箱

収 納 盤
主 要 変 圧 器 変 圧 器

変 圧 器 冷 却 器 主 要 変 圧 器 変 圧 器
基 礎 変 圧 器 冷 却 器

基 礎
配 電 盤 開 閉 装 置 断 路 器

遮 断 器 配 電 盤 開 閉 装 置 断 路 器
開 閉 器 遮 断 器
配 電 盤 開 閉 器
基 礎 配 電 盤

基 礎
受 電 設 備 受 電 装 置

柱 上 開 閉 器 受 電 設 備 受 電 装 置
基 礎 柱 上 開 閉 器

基 礎
屋 外 鉄 構 鉄 構

支 持 物 自 動 制 御 装 置 自 動 運 転 装 置
基 礎 遠 方 監 視 制 御 装 置

中 央 処 理 装 置
自 動 制 御 装 置 自 動 運 転 装 置 補 助 記 憶 装 置

遠 方 監 視 制 御 装 置 総 合 監 視 盤
中 央 処 理 装 置 監 視 制 御 装 置
補 助 記 憶 装 置 印 字 装 置
総 合 監 視 盤 端 末 処 理 装 置
監 視 制 御 装 置 基 礎
印 字 装 置
端 末 処 理 装 置 そ の 他 機 械 装 置
基 礎

タ ワ ー 設 備 タ ワ ー 啓 発 表 示 装 置
基 礎 誘 導 電 圧 調 整 器

負 荷 時 電 圧 調 整 器
鉄 塔 鉄 塔 絶 縁 変 圧 器

リ ア ク ト ル
そ の 他 機 械 装 置 接 地 変 圧 器

航 空 障 害 灯 装 置 中 性 点 接 地 抵 抗 器
フ ラ イ ホ イ ー ル 装 置 避 雷 器
啓 発 表 示 装 置 蓄 電 池
誘 導 電 圧 調 整 器 進 相 コ ン デ ン サ ー
負 荷 時 電 圧 調 整 器 整 流 器
絶 縁 変 圧 器 サ ー ジ ア ブ ソ ー バ ー
消 弧 線 輪 気 象 観 測 装 置
リ ア ク ト ル 所 内 用 変 圧 器
接 地 変 圧 器 計 器 用 変 成 器
中 性 点 接 地 抵 抗 器 計 器 用 変 圧 器
避 雷 器 変 流 器
蓄 電 池 温 度 測 定 装 置
進 相 コ ン デ ン サ ー 遠 隔 測 定 装 置
整 流 器 監 視 装 置
空 気 圧 縮 機 基 礎
予 備 電 源 装 置 雑 装 置
サ ー ジ ア ブ ソ ー バ ー
起 重 機
気 象 観 測 装 置 通信電灯電力装置 電 線
所 内 用 変 圧 器 ケ ー ブ ル
漏 油 検 出 装 置 木 柱
計 器 用 変 成 器 鉄 柱
計 器 用 変 圧 器 鋼 板 組 立 柱
変 流 器 コ ン ク リ ー ト 柱
温 度 測 定 装 置 電 灯 電 力 設 備
遠 隔 測 定 装 置 通 信 装 置
監 視 装 置 電 話 設 備
基 礎
雑 装 置

通信電灯電力装置 電 線
ケ ー ブ ル
木 柱
鉄 柱
鋼 板 組 立 柱
コ ン ク リ ー ト 柱
電 灯 電 力 設 備
通 信 装 置
電 話 設 備

区分
目・節

機　械　装　置

諸　　装　　置

諸　　装　　置

目・節
機　械　装　置

区分



別表１ 資産単位物品表（工業用水道事業・水道事業） 

【工水・上水】                                                                                           

資産単位物品 資産単位物品

電 気 設 備 受 電 装 置 そ の 他 機 械 装 置 天 井 走 行 ク レ ー ン
柱 上 開 閉 器 ベ ル ト コ ン ベ ア
配 電 盤 無 線 機
蓄 電 池 電 源 装 置 排 水 ポ ン プ
電 源 装 置 Ｐ Ａ Ｃ 貯 留 槽

苛 性 ソ ー ダ 貯 留 槽
内 燃 設 備 発 電 機 苛 性 ソ ー ダ 希 釈 槽

始 動 用 空 気 源 装 置 Ｐ Ａ Ｃ 注 入 ポ ン プ
燃 料 タ ン ク 苛 性 ソ ー ダ 注 入 ポ ン プ
燃 料 移 送 設 備 苛 性 ソ ー ダ 移 送 ポ ン プ
冷 却 装 置 薬 注 配 管 洗 浄 装 置
消 音 器 次 亜 塩 配 管 洗 浄 装 置
内 燃 設 備 操 作 盤 フ ラ ッ シ ュ ミ キ サ ー
換 気 装 置 フ ロ ッ キ ュ レ ー タ ー

薬 品 撹 拌 器
ポ ン プ 設 備 取 水 ポ ン プ 洗 砂 機

手 動 仕 切 弁 サ ン プ リ ン グ 設 備
逆 止 弁 電 食 防 止 装 置
電 動 吐 出 弁 屋 外 照 明 設 備
エ ア ー 抜 弁 現 場 操 作 盤
送 水 ポ ン プ 監 視 盤
電 動 弁 制 御 卓
潤 滑 水 取 水 ポ ン プ 監 視 制 御 卓
潤 滑 水 送 水 ポ ン プ 監 視 制 御 通 信 装 置
ポ ン プ 設 備 操 作 盤 監 視 装 置

中 央 処 理 装 置
塩 素 滅 菌 設 備 次 亜 塩 生 成 装 置 印 字 装 置

前 塩 素 注 入 ポ ン プ 補 助 記 憶 装 置
後 塩 素 注 入 ポ ン プ 入 出 力 制 御 装 置
塩 溶 解 槽 変 換 器 盤
希 釈 水 槽 工 計 盤
次 亜 塩 貯 留 槽 次 亜 塩 計 器 盤
塩 素 滅 菌 設 備 操 作 盤 薬 注 計 器 盤

Ｐ Ｈ 計
量 水 器 残 留 塩 素 計

濁 度 計
温 度 計
ア ル カ リ 度 計
水 位 計
圧 力 計
損 失 水 頭 計
開 度 計
液 位 計
雨 量 計
伝 導 度 計
流 量 計
伝 導 度 計
流 量 計
電力ケーブル活線診断用端子
測 定 装 置
保 護 装 置
試 験 装 置

区分
目・節・細節

機械及び装置機械及び装置

区分
目・節・細節



別表２ 機器等据付歩掛り分類表

※水道、工水事業の管路にかかる制水弁、空気弁、消火栓の設置や調整池にかかる弁類、緊急遮断弁設置及びろ過池等の構造物を破壊して制水弁類を
改造する場合は土木工事とし、この歩掛りを適応せず、簡易水道協会の積算基準及び歩掛りを使用する。

第７類

安全設備、架台類 鋼製渡り、手すり、鋼製ふた類、管
支持架台、点検歩廊、階段、防泡金
網、カバー等

同　左

第６類

比較的低速回転で、
現場組立部品の多い
もの

制圧機、調速機、除塵機、クレーン
類等

フロキュレーター、フラッシュミキ
サ、脱水機、沈澱池機械、濃縮槽機
械、クレーン類

(a)付属するモーター、減速機等駆動装置を
 含む。
(b)点検用歩廊、階段は第７類とする。

第５類

散気設備 散気板

第４類

貯留機器 タンク類、ストレーナ類等 タンク類、ストレーナ類、塔類（サ
イレンサ）、熱交換器、急速ろ過機
（鋼製）
エアレーション設備
（PAC、次亜塩、NaOH貯留槽など）

(a)取出しフランジ以後は管の歩掛りによ
 る。

第３類

芯出し調整が必要な
機器

ガイドベーン、制動装置、阻水扉、
制水扉、ボイラ等

制水扉、薬注関係機器、ボイラ
（次亜塩生成装置は電気設備）

(a)バルブコントローラのあるものはこれに
 含む。

第２類

芯出し調整の楽な機
器

ランナ、弁類（自動（電動、空気）
弁呼び径100㎜以上、手動弁呼び径
400㎜以上）、冷却装置、水中ポン
プ、ファン、ケーシング、ドラフ
ト、吸出管等

弁類（自動（電動、空気）弁呼び径
100㎜以上、手動弁400㎜以上）、
モーター用抵抗制御器、水中ポン
プ、ファン

(a)自動（電動、空気）弁呼び径90㎜以下、
 手動弁呼び径350㎜以下の弁類で鋳鉄管配
 管中のものは、鋳鉄管歩掛りにより算出
 し、鋼管配管中のものは小配管歩掛りに含
 む。
(b)弁のフランジ接合は、管の歩掛りによ
 る。
(c)付属するモーター、減速機等（バルブ
 コントローラ）を含む。

分類 分類目標
電気事業 上水・工水事業

範　　　　囲
機　器　等　名　称

第１類

比較的高速回転の回
転機器

水車本体、主要発電機、励磁機、ポ
ンプ、ブロワ、モーター、減速機、
真空ポンプ、空気圧縮機、エンジン
等

ポンプ、モーター、減速機、自家発
電機、エンジン、空気圧縮機、真空
ポンプ、遠心脱水機、遠心濃縮機等

(a)本体に付属するバルブ以後の給油及び給
 水等小配管は、管の歩掛りによる。
(b)流体機器の吸込み、吐出フランジ以後
 は、弁又は管の歩掛りによる。
(c)共通ベットのあるものは、これに含む。


